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弥生時代最大級の大型建物跡
（唐古・鍵遺跡）

工
事
の
前
に
遺
跡
の
確
認
を
！

１　

遺
跡
内
の
場
合
は
、
届
出
を
！

　

個
人
・
共
同
住
宅
な
ど
の
建
築
工
事
・
造

成
な
ど
の
土
木
工
事
を
行
う
前
に
、
予
定
地

が
遺
跡
内
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
遺
跡
内
の
場
合

　

工
事
着
手
60
日
前
ま
で
に
左
記
書
類
を
3

部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
埋
蔵
文
化
財
発
掘
届
出
書
（
様
式
は
町
文

化
財
保
存
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
は
、
県

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

く
だ
さ
い
）

❷
位
置
図
（
縮
尺
2
5
0
0
分
の
1
程
度
）

❸
平
面
図
（
建
築
配
置
図
な
ど
）

❹
設
計
図
（
基
礎
伏
図
な
ど
）

❺
土
地
所
有
者
の
承
諾
書
（
届
出
者
と
土
地

所
有
者
が
異
な
る
場
合
）

●
周
知
の
遺
跡
外
で
、
開
発
面
積
が
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
場
合

　

遺
跡
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
の

で
「
遺
跡
有
無
踏
査
確
認
願
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
先

町
文
化
財
保
存
課

２　

届
出
後
は
？

　

県
教
育
委
員
会
が
審
査
し
、
左
記
の
判
断

を
し
ま
す
。

●
慎
重
工
事
↓
慎
重
に
工
事
を
し
、
遺
物
な

ど
が
出
土
し
た
場
合
は
速
や
か
に
町
文
化

財
保
存
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
工
事
立
会
↓
町
文
化
財
保
存
課
職
員
が
、

　『文化財保護法』は、文化財を保存・活用し、国民の文化的向上に役立てるとともに、世界文化の
進歩に貢献することを目的とする法律です。この法律では、埋蔵文化財の保護のため、開発行為など
の際に事前の届出を義務づけています。
　町内の遺跡内（周知の埋蔵文化財包蔵地）で開発行為や個人住宅・共同住宅の建築工事、土木工事
などを行う際は、「埋蔵文化財発掘届出書」を町文化財保存課へ提出してください。

掘
削
工
事
時
に
立
ち
会
い
ま
す
。

●
発
掘
調
査
↓
県
・
町
文
化
財
保
存
課
と
申

請
者
と
の
間
で
協
議
し
、
工
事
前
に
調
査

を
実
施
し
ま
す
。
調
査
後
工
事
に
着
手
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。（
調
査
の
際
、
特
に

重
要
な
発
見
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遺
構
の

保
存
の
た
め
に
再
度
協
議
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）

※
費
用
に
つ
い
て

●
非
営
利
的
な
場
合
（
個
人
住
宅
な
ど
）

公
費
で
負
担

●
営
利
的
な
場
合
（
店
舗
、宅
地
分
譲
な
ど
）

事
業
者
負
担

　

出
土
遺
物
は
県
か
ら
文
化
財
の
認
定
を
受

け
、
整
理
作
業
を
行
い
ま
す
。
そ
の
後
、
町

が
保
管
し
、
活
用
し
ま
す
。

新
た
な
遺
跡
を
発
見
し
た
ら
…

　

工
事
中
に
、
遺
跡
や
遺
物
を
発
見
し
た
場

合
、
工
事
を
中
断
し
、
現
状
を
変
え
な
い
よ

う
注
意
し
て
す
ぐ
に
町
文
化
財
保
存
課
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

守

文化財保存課 ☎ 32-4404
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遺跡の範囲内に該当すると思われる場合や、詳細な範囲を確認したい場合は、町文化財保存課へお問い合わせください。
また、県文化財保存課のウェブサイト（URL http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-16763.htm）でも確認できます。

①
清
水
風
遺
跡　
　
　
　
（
弥
生
〜
中
世
）

②
唐
古
・
鍵
遺
跡　
　
　
（
縄
文
・
晩
〜
古
墳
・
後
）

③
法
貴
寺
遺
跡　
　
　
　
（
弥
生
〜
近
世
）

④
笹
鉾
山
１
号
墳　
　
　
（
古
墳
・
後
）

⑤
黒
田
大
塚
古
墳　
　
　
（
古
墳
・
後
）

⑥
宮
古
北
遺
跡　
　
　
　
（
弥
生
・
前
〜
中
世
）

⑦
保
津
・
宮
古
遺
跡　
　
（
縄
文
・
後
〜
中
世
）

⑧
羽
子
田
遺
跡　
　
　
　
（
縄
文
・
後
？
〜
近
世
）

⑨
平
野
氏
陣
屋
跡　
　
　
（
弥
生
〜
近
世
）

⑩
寺
内
町
遺
跡　
　
　
　
（
中
世
〜
近
世
）

⑪
柿
ノ
森
遺
跡　
　
　
　
（
中
世
）

⑫
金
剛
寺
遺
跡　
　
　
　
（
古
墳
〜
近
世
）

⑬
十
六
面
・
薬
王
寺
遺
跡
（
縄
文
・
後
〜
中
世
）

⑭
保
津
氏
居
館
推
定
地　
（
中
世
〜
近
世
）

⑮
団
栗
山
古
墳　
　
　
　
（
古
墳
・
後
）

⑯
多
遺
跡　
　
　
　
　
　
（
弥
生
〜
中
世
）

■
町
内
の
主
な
遺
跡

遺
跡
の
範
囲
は
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

平
成
24
年
4
月
以
降
に
開
発
行
為
な
ど
を
行

う
際
に
は
、
文
化
財
保
存
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

遺
跡
地
図

平
成
24
年
1
月
現
在

田
原
本
町
の


